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国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
規
約
例

新

旧

対

照

条

文

◎

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
規
約
例
（
昭
和
三
十
四
年
保
発
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
）

（
事
業
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５

こ
の
連
合
会
は
、
前
四
項
に
定
め
る
事
業
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

５

こ
の
連
合
会
は
、
前
四
項
に
定
め
る
事
業
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付

費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
及
び
計
画
相
談
支
援
給
付
費
そ

費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
及
び
計
画
相
談
支
援
給
付
費
そ

の
他
法
令
又
は
通
知
で
定
め
る
給
付
（
以
下
「
障
害
介
護
給
付
費
」
と
い
う
。
）
の
審
査

の
他
法
令
又
は
通
知
で
定
め
る
給
付
（
以
下
「
障
害
介
護
給
付
費
」
と
い
う
。
）
の
支
払

及
び
支
払
に
関
す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
の
二
の
規
定

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
の
二
の
規
定

に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
、
障
害
児
通
所
給
付
費

に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
、
障
害
児
通
所
給
付
費

及
び
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
そ
の
他
法
令
又
は
通
知
で
定
め
る
給
付
（
以
下
「
障
害
児

及
び
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
そ
の
他
法
令
又
は
通
知
で
定
め
る
給
付
（
以
下
「
障
害
児

給
付
費
」
と
い
う
。
）
の
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務

給
付
費
」
と
い
う
。
）
の
支
払
に
関
す
る
事
務

６

こ
の
連
合
会
は
、
前
五
項
に
定
め
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
都
道
府
県

６

こ
の
連
合
会
は
、
前
五
項
に
定
め
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
市
町
村
又

、
市
町
村
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
医
療
、
保
健
等
に
関
す
る
事
業
の
う
ち

は
市
町
村
長
が
行
う
医
療
、
保
健
等
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
前
五
項
に
掲
げ
る
事
業
に
密
接

前
五
項
に
掲
げ
る
事
業
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
事
業
を
都
道
府
県
、
市
町
村
、
都
道
府
県

な
関
連
を
有
す
る
事
業
を
市
町
村
又
は
市
町
村
長
の
委
託
を
受
け
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

知
事
又
は
市
町
村
長
の
委
託
を
受
け
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別紙２
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（
健
康
保
険
に
係
る
事
業
）

（
健
康
保
険
に
係
る
事
業
）

第
六
条
の
四

（
略
）

第
六
条
の
四

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

健
康
保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
、
保
険
給
付

二

健
康
保
険
法
第
二
百
五
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
、
保
険

の
支
給
、
保
険
料
の
徴
収
、
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

給
付
の
支
給
、
保
険
料
の
徴
収
、
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
厚
生
労
働

で
定
め
る
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
又
は
整
理
に
関
す
る
事
務

省
令
で
定
め
る
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
又
は
整
理
に
関
す
る
事
務

三

健
康
保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
、
保
険
給
付

三

健
康
保
険
法
第
二
百
五
十
四
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
、
保
険

の
支
給
、
保
険
料
の
徴
収
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
に
係
る
情
報
の
利
用

給
付
の
支
給
、
保
険
料
の
徴
収
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
に
係
る
情
報
の

又
は
提
供
に
関
す
る
事
務

利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務

２

（
略
）

２

（
略
）

（
会
員
）

（
会
員
）

第
七
条

こ
の
連
合
会
は
、
第
四
条
の
区
域
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
を
行
う
都
道
府
県
及
び

第
七
条

こ
の
連
合
会
は
、
第
四
条
の
区
域
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
国

市
町
村
並
び
に
国
民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
」
と
い
う
。
）

民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
」
と
い
う
。
）

を
も
っ
て
会
員
と

を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。

す
る
。

（
負
担
金
及
び
手
数
料
）

（
負
担
金
及
び
手
数
料
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

会
員
は
、
診
療
報
酬
の
審
査
及
び
支
払
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
費
用
の
支

２

会
員
は
、
診
療
報
酬
の
審
査
及
び
支
払
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
費
用
の
支

払
及
び
デ
ー
タ
の
管
理
、
介
護
給
付
費
及
び
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
の
審

払
及
び
デ
ー
タ
の
管
理
、
介
護
給
付
費
及
び
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
の
審

査
及
び
支
払
並
び
に
障
害
介
護
給
付
費
及
び
障
害
児
給
付
費
の
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事

査
及
び
支
払
並
び
に
障
害
介
護
給
付
費
及
び
障
害
児
給
付
費
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
連
合

務
を
連
合
会
に
委
託
し
た
と
き
は
、
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
に
委
託
し
た
と
き
は
、
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
議
決
権
の
特
例
）

（
議
決
権
の
特
例
）
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第
十
八
条
の
二

第
六
条
第
四
項
に
定
め
る
業
務
（
以
下
「
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
と
い

第
十
八
条
の
二

第
六
条
第
四
項
に
定
め
る
業
務
（
以
下
「
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
と
い

う
。
）
に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か

う
。
）
に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か

わ
ら
ず
、
会
員
た
る
都
道
府
県
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

か
わ
ら
ず
、
会
員
た
る
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
議
決
権
の
特
例
）

（
議
決
権
の
特
例
）

第
十
八
条
の
三

第
六
条
第
五
項
に
定
め
る
業
務(

以
下｢

障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等｣

第
十
八
条
の
三

第
六
条
第
五
項
に
定
め
る
業
務(

以
下｢

障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等｣

と
い
う
。)

に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に

と
い
う
。)

に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定

か
か
わ
ら
ず
、
会
員
た
る
都
道
府
県
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
会
員
た
る
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
議
決
権
の
特
例
）

（
議
決
権
の
特
例
）

第
十
八
条
の
四

第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
業
務
（
以
下｢
後
期
高
齢
者
医
療
関
係
業
務｣

と
い

第
十
八
条
の
四

第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
業
務
（
以
下｢

後
期
高
齢
者
医
療
関
係
業
務｣

と
い

う
。
）
に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か

う
。
）
に
関
し
て
は
、
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か

わ
ら
ず
、
会
員
た
る
都
道
府
県
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

か
わ
ら
ず
、
会
員
た
る
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
議
決
権
を
有
さ
な
い
。

附

則

附

則

１
～
５

（
略
）

１
～
５

（
略
）

（
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
に
係
る
事
業
）

（
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
に
係
る
事
業
）

６

こ
の
連
合
会
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
各
項
、
第
六
条
の
二
、
第
六
条
の
三
並
び
に
第
六

６

こ
の
連
合
会
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
各
項
、
第
六
条
の
二
、
第
六
条
の
三
並
び
に
第
六

条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
ほ
か
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保

条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

発
第
〇
二
二
一
〇
〇
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の
被
保
険
者
等
に

係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
国
が
支
払
う
一
部
負

担
金
等
の
一
部
に
相
当
す
る
額
の
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
削
る
）

一

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
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「
七
十
歳
代
前
半
の
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
の
取
扱
い
に

つ
い
て
」
に
よ
る
国
が
支
払
う
一
部
負
担
金
等
の
一
部
に
相
当
す
る
額
の
審
査
支
払
に
関

す
る
事
務

（
削
る
）

二

平
成
二
十
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省
発
保
第
〇
三
〇
七
〇
〇
四
号
厚
生
労
働
省
事
務
次

官
通
知
別
添
１
「
国
保
高
齢
者
医
療
制
度
円
滑
導
入
基
金
管
理
運
営
要
領
」
に
よ
る
国
保

高
齢
者
医
療
制
度
円
滑
導
入
基
金
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
務

７

（
略
）

７

（
略
）

８

会
員
た
る
都
道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
会

（
新
設
）

員
全
て
の
同
意
を
得
た
と
き
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
負
担
金
の
納
付
を
要
し
な
い
。


